
 

１ 用水供給料金の考え方 

用水供給料金は，将来を含めた供給サービスの対価であり,低廉かつ公平でなければな

らないと共に，受水団体の要望する給水需要が量,質ともに充足できるよう長期安定性が

強く要請される。 

このため,料金の算定は,過去の実績及び社会経済情勢を踏まえ ,長期的見通しによる水

需要計画とこれに対応する施設整備計画（施設更新や耐震化等）を前提とし,能率的な経

営の下に適切な営業と健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算定

する。 

 

(1) 令和 6年度から 8 年度までの水道用水供給料金…据置 

令和 5年度中に，令和 6年度からの財政計画を基に検討した結果，令和 6年度から 

3カ年間は，引き続き現行料金で運営可能と判断できたため，料金を据置としました。 

 

(2) 令和 3年度から 5 年度までの水道用水供給料金…据置 

令和 2年度中に，令和 3年度からの財政計画を基に検討した結果，令和 3年度から 

3カ年間は，引き続き現行料金で運営可能と判断できたため，料金を据置としました。 

 

(3) 平成 29年度から 31年度までの水道用水供給料金…据置 
平成28年度中に，平成29年度からの財政計画を基に検討した結果，平成 29年度か

ら3カ年間は，引き続き現行料金で運営可能と判断できたため，料金を据置としま

した。(R3年度からｽﾀｰﾄする新ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに合わせるため、適用期間を 1年延長し、  

R2年度までとしています。）  

 

 (4) 平成 26年度から 28年度までの水道用水供給料金…据置 
平成25年度中に，平成26年度からの財政計画を基に検討した結果，平成 26年度か

ら3カ年間は，引き続き現行料金で運営可能と判断できたため，料金を据置としま

した。 

 

(5) 平成 23年度から 25年度までの水道用水供給料金…据置 
平成22年度中に，平成23年度からの財政計画を基に検討した結果，平成 23年度か

ら3カ年間は現行料金で運営可能と判断できたため，料金据置としました。  

 

(6) 平成 19年度から 21年度までの水道用水供給料金…据置 
平成18年度中に，平成19年度からの水需要計画と設備投資経費（施設更新及び耐

震化等）や維持管理費用並びに現行料金及び他の収入で運営可能かどうか，財政計



 

画を基に検討した結果，平成19年度から3カ年間は現行料金で運営可能と判断でき

たため，料金据置としました。(H23年度からｽﾀｰﾄするﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに合わせるため  

    適用期間を1年延長し、 H22年度までとしています。） 

基本料金：２３．３０円 /㎥/日  使用料金：１１円 /㎥ 

 

(7) 平成 16年度から 18年度までの水道用水供給料金…改定 
平成 16年度から平成成 18年度までの用水企業団供給料金については，3.71％の料金改定を

行いました。その考え方等は以下のとおりです。 

① 改定の理由 

現行の水道用水供給料金は，平成 10 年度から 12 年度までの 3 ヵ年適用で設定され，その後 3 年

毎に見直すことにしていましたが，平成 13 年度の見直し時においては，企業団の財政収支が料金設

定当時の状況に比べ好転していたことを受け，バブル崩壊後の社会情勢下では水道料金を含めた公

共料金の値上げに対し理解を得ることが難しかったことにより，平成 13 年度から 15 年度までの 3

ヵ年の期間については，設備投資の抑制並びに適正化を図ると共に，一層の企業努力を進めること

を前提として，1 サイクル料金を据え置く措置としていました。 

今回の平成 16 年度からの料金については、平成 18 年度までの 3 ヵ年を料金設定期間とし，施設  

更新を含む財政状況を中心に，今後 9 年間の財政収支の中で検討を行いました。 

財政収支では、現行料金適用で，すべて自己資金により更新事業等を進め経営を行っていった場

合，又は、新規の資産取得に対して起債を借り入れて経営を進めていった場合においては，いずれ

も平成 19 年度から 20 年度にかけて資金不足が生じる見込みとなりました。 

これは，平成 18 年度の起債償還ピークを境に元金返済の占める割合が大きくなることが影響し， 

その額は１億３，４００万円程の資金ショートと見込まれました。 

また，施設については供用開始から 23 年が経過し老朽化が進んでいますが，現在までに電気・計

装及び機械装置など損耗が激しく，耐用年数が短いものについては，その老朽度を精査し，使用に

耐えないと思われるものは，その都度更新等を行ってきました。 

今後についても同様の手法とする予定ではありますが，一般的に施設全体の更新を考慮すると 45

年から 50 年が更新の目途と考えられますので，現時点では，ちょうど半分を折り返した状況となっ

ていると判断されます。 

この先，施設全体の更新等を予定するには，計画的に資金の確保・充実を図らなければなりません。 

施設更新事業及び起債元金返済における資金不足並びに低金利が続いている現在の起債貸付条件の

状況を考慮すると，新規の資産取得に対して起債を借り入れるだけでなく，更新事業に対しても状

況に応じ起債の借入を予定すると共に長期的な視野の元，改定率を低く抑えた所要の料金改定によ

りバランスを取りながら資金の確保を図ることが重要と考えます。 

なお，平成 16 年度からは，従来から採用してきた資金収支主義（資金ﾍﾞｰｽ）による料金算定方式

から，適正な事業報酬を含む総括原価主義（損益ﾍﾞｰｽ）による算定方式とし，その改定率では基本

料金について４．５３％を見込み，２２．２９円/㎥/日を２３．３０円/㎥/日に，使用料金では   

１１円/㎥据置とし，料金を改定しました。 

また，改定後の料金単価に基づく料金収入全体では，３．７１％の改定率としました。 



 

② 資金収支主義（資金ベース）から総括原価主義（損益ベース） 

企業団では，創設当初から広域化整備として事業を実施する中，財源を国からの国庫補助金と構

成団体からの出資金及び起債の借入を，おおむね３分の１ずつとすることとし，料金として回収す

る費用は，起債の元利償還分及び減価償却費(国庫補助金を含まない)並びに一般の維持管理費と限

定しながら，資金の需要を勘案した資金収支主義を採用し，料金の高騰を抑制してきました。 

また，供用開始当初の料金設定においては，構成団体における水道事業会計の急激な料金負担増

を回避するために，減価償却費のうち，当面必要な資金だけを料金算定に算入する資金ベース方式

を採用しました。 

供用開始当初は，施設が完成したばかりで修繕や更新の必要性はほとんどなく，また，事業の財

源として借り入れた起債では，ほとんどが元利均等償還方式であったため，利息支払が多く元金償

還は少ないという状況が続き，各年度の元金償還額が減価償却費よりも少ないところで 10 年間推移

してきました。 

その結果，減価償却費からの補てん残額である内部留保資金についても，ある程度の金額を留保

することができていましたが，平成 4 年度からは減価償却費の額を元金償還額が上回る状況が続い

ており，平成 13 年度からは利息支払額と元金償還額が逆転し，平成 14 年度決算においては減価償

却費２億９，３７０万円に対し元金償還額３億９，６２０万円と，１億２５０万円が超過額となり

ました。 

この傾向は，この先起債の元金償還ピークを含め，平成 22 年度まで続くこととなり，その間，内

部留保資金が減少し，資金ショートという結果になります。 

また，企業団の既存施設については，全国的に見ても資本投下が少なく非常に安価で建設するこ

とができていて，その結果，平成 13 年度決算における全国の企業団経営用水供給事業４８団体の平

均では，供給単価１００円/㎥，給水原価１１１円/㎥，給水原価中の資本費の７２円/㎥に対して，

企業団では，供給単価６７円/㎥，給水原価７９円/㎥，給水原価中の資本費の４４円/㎥であり，単

価の低いほうから１０番目程に位置しています。 

一方，今後の施設更新に対する国庫補助金については，国の財政事情から現在及び将来において

も非常に困難で見込めないところであり，構成団体からの創設事業に係る出資の外にさらなる負担

は国と同様に困難であると容易に推測されます。 

その結果，今後の施設更新に対する財源手当の方法は，自己資金の充当若しくは起債の借入に頼

らざるを得ない状況となるものです。 

財源確保のひとつの手段として，起債の借入を増額するということも考えられますが，これは，

地方公営企業法の料金決定原則に反すると共に，企業の健全な運営を阻害することや後年度以降に

多額の元利償還分を料金で回収しなければならないことから，結果的に料金改定を先送りしたこと

で，次期改定実施時には改定率も大きくならざるを得ないこととなります。そして，このことは使

用者の世代間・期間的負担の均衡を欠く結果となってしまいます。 

従って，減価償却費が元金償還額を上回っている供用初期の期間においては，資金ベース方式に

よる料金算定を採用してまいりましたが，このまま資金ベースによる料金算定を続けていくことは，

将来の施設更新を前提とする水道事業者においては，安定供給を阻害する要因となる危険性を含む

状況となります。 



 

そのことから，今期算定期間からは地方公営企業法に定めるとおり，健全な事業の運営の確保の

ための適正な事業報酬（資本報酬）を含んだ損益ベースによる算定方式に切り替え，今後の元金償

還額及び施設更新に対する財源を確保し，将来とも安定供給の維持を図ろうとするものです。 

 

③  料金改定（平成１６年度から１８年度まで） 

１ 二部料金制の継続 

一部事務組合である企業団の性格上，事業経営に必要な経費の公正なる負担という側面からも， 

負担区分及び費用回収が明確な二部料金制を継続します。 

２ 料金算定期間 

事業経営については，長期的な水需要予測と施設整備計画により，長期財政計画を策定し，能率

的な運営を図りますが，長期の予測は社会経済情勢等の変動も予想され，構成団体への急激な財政

負担を避けるうえからも，料金算定期間を３年に設定し見直しを図ります。 

 

３ 料金算定 

① 算定期間内の総括原価（料金収入） 

ア 固定費（基本料金）      ７０５，６１５千円/年 

イ 変動費（使用料金）      １５５，９９９千円/年 

 

② 算定期間内の供給量 

ア 基本水量（計画一日最大供給量）        ８２，８００㎥/日 

イ 使用水量（年平均予定水量）       １４，０９９，３５３㎥/年 

③ 料金算定 

ア 基本料金  固定費／基本水量 ＝ 705,615 千円／82,800 ㎥/日×365日 

＝ ２３．３４８円 ≒ ２３．３０円 

イ 使用料金  変動費／使用水量 ＝ 155,999 千円／14,099,353 ㎥/年 

＝ １１．０６４円 ≒ １１．００円 

④ 改定率 

ア 基本料金        ４．５３％ 

イ 使用料金        据   置 

ウ 実質改定率       ３．７１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 料金算定期間 

用水供給事業は,先行投資をしなければならない施設型産業という性格を持ってい

ることから，その財政計画期間を長期に設定することにより ,安定性を図ることが必要

である。 

料金算定期間は，当該長期財政計画の中で需要の動向や経済変動を考慮して,3～5

年毎に見直しを図ることとする。 

今期の料金算定期間（試算）は，令和6年度から8年度までの3か年とした。 

 

３ 費用構成  

健全な用水供給事業の運営を図るには,施設維持の観点から損益収支ベースを原則

とすべきであることから，平成16年4月（平成16年2月18日改定議決）からは資産維持

費を含めた総括原価主義（損益収支ベース）による算定とした。 

（それまでは，構成団体の財政負担を軽減するため ,企業債償還元金等の当面必要最

小限の需要資金だけを料金原価に算入する資金収支ベースで算定） 

今期の料金算定期間（試算）においても，同様に「損益収支ベース」による算定と

した。 

 

４ 料金体系  

用水料金は，能率的な経営の下における適正な原価に基づいて定められ ,企業団設立

の目的と水道施設広域化に伴う国庫補助金の導入等もあることから,供給地点の遠近

に関わらず統一料金とする。 

今期の料金設定期間（試算）においても，同様の料金体系を踏襲した。  

(1) 二部料金制 

料金は,基本料金と使用料金の二部料金で構成する。  

これは,総費用を固定費と変動費に振り分け ,固定費のうち,水道施設の建設に係

る資本費及び企業団運営に必要な固定的経費については,全体の施設規模が受水団

体の申込水量による影響を受けること，更に,水源及び施設利用権確保の立場から責

任水量制による負担とし，他方の変動的経費は,水道用水の製造に要する実状に対応

して回収するものとする。 



 

(2) 責任水量制 

企業団用水供給事業は，受水団体の各年度の受水申込によって受水契約がなさ

れ,年間の供給予定量に基づき経営計画が作成されている。  

従って,受水団体は契約履行責務を有し,経営負担に応ずるべきものであるが ,

天候条件,その他により必ずしも完全に履行されるとは限らない。  

このような場合には,用水供給事業と受水団体間に遵守すべき受水量の範囲を

決定し、責任保障水量として料金収入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


